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令和６年度奈良地方最低賃金審議会 

第３回 奈良県最低賃金専門部会 議事録 

 

開催日時：令和６年８月１日（木曜日）午後２時４５分 

開催場所：奈良労働局 別館会議室 

奈良市法蓮町１６３－１ 愛正寺ビル２Ｆ 

 

１．出席者 

公益代表委員  伊東眞一、坪田園子 

労働者代表委員 河本章吾、北尾亮、松田拓実 

使用者代表委員 上村賢司、当麻和重、西田雅彦 

事  務  局 柘植労働基準部長、中村賃金室長、大橋賃金室長補佐 

         井村未払賃金調査補助員 

               

 

２ 議題 

(1) 奈良県最低賃金の審議（金額審議）について 

(2) その他 
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【大橋補佐】 

それでは、定刻よりも早い時間ではございますが、皆様お揃いですので、ただ今から第３回奈

良県最低賃金専門部会を始めます。 

まず、定足数の確認でございますが、本日は、下山部会長代理が所用によりご欠席されており

ますが、最低賃金審議会令の規定による、定足数は満たされておりますことを、ご報告させてい

ただきます。 

 また、本日の審議は「公開」として開始します。 

それでは、伊東部会長、議事の進行をお願いいたします。 

 

【伊東部会長】 

 それでは、第３回奈良県最低賃金専門部会を開催いたします。 

最初に、本日の議事録の署名人を指名させていただきます。 

私の他に 

労働者側は、松田 （まつだ）委員 

よろしくお願いいたします。 

使用者側は、西田 （にしだ）委員 

よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、 

議題（１）「奈良県最低賃金の審議（金額審議）について」 

に入ります。 

まず事務局から、他の都道府県の審議状況について、何か情報があれば説明してください。 

 

【中村室長】 

現時点で把握している情報はございません。 

 

【伊東部会長】 

ありがとうございました。 

 それでは続きまして、本日は追加資料の提出がありますので、事務局から、説明をお願いいた

します。 

 

【中村室長】 

それでは、着座にて説明させていただきます。 

 お配りいたしました参考資料 No.1をご覧ください。 
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 こちらは、前回の第２回専門部会におきまして、公益委員・労働者側委員から、ご要望がござ

いまして事務局で作成いたしました。 

 資料の表紙をめくっていただいた１頁目は中央最低賃金審議会における目安答申の参考資料と

して添付された「消費者物価指数（「頻繁に購入する品目」）の上昇率の推移」でございます。こ

の指標に対応する奈良県版のデータの提出のご要望がございました。 

しかし、この資料における「頻繁に購入する品目」にずばり該当する奈良県のデータは存在し

ません。そこで、それに近いデータとして「頻繁に購入する品目（計４４品目）」を含む大分類・

中分類の品目を整理したものが２頁の表になります。表の右端の欄の比率は、注釈の１にありま

すように、各中分類に含まれる全ての品目のうち「頻繁に購入する品目」が占める割合をウエイ

ト実数ベースで示したものでございます。この比率が高いほど中賃の「頻繁に購入する品目」に

近いデータということになります。 

 ３頁をご覧ください。こちらは２頁の「頻繁に購入する品目」の比率が高い品目をピックアッ

プして、その指数の推移を全国と奈良市で対比したものでございます。 

 ただし、注釈の１にありますように、表の最上段に掲載しました緑色の部分、中賃の指数とそ

れ以下の指数は抽出の元となるデータが異なりますので、絶対値としての比較はできないことに

ご注意ください。 

 続きまして、４頁は３頁の表の各品目の消費者物価指数の平均値をグラフ化したものでござい

ます。 

 以上でございます。 

 

【伊東部会長】 

ありがとうございました。 

それでは、ただ今の事務局の説明につきまして、何かご意見、ご質問はございませんでしょう

か。 

 

               （意見・質問がないことを確認） 

 

 ご意見、ご質問がないようですので、金額審議に入ることとし、公益委員が各側と個別に金額 

やご意見等をお聞きしたいと思います。 

 

 本日の個別協議は、どちらから行いましょうか。 

それでは、公益委員と労働者側委員から個別協議を開始します。 

 

【中村室長】 
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それでは労働者側委員が個別協議を行っている間、使用者側委員は、３階の労災補償課の会議

室でお待ちいただくことになりますので、よろしくお願いします。 

 

（個別審議） 

 

（第２回全体会議） 

 

【伊東部会長】 

 それでは、全体会議を始めたいと思います。 

個別協議を行いましたけれども、労使双方が主張する金額の隔たりが非常に大きくて、今日中

に縮めるのは難しいというふうに思っておりますので、明日、８月２日金曜日１３時３０分から、

第４回専門部会を開催することとし、引き続き金額審議を行いたいと思います。 

双方の主張はお伝えさせていただいておりますので、さらにご検討のほど、よろしくお願いい

たします。 

 開催場所は、本日と同じく別館会議室です。 

最後に、 

議題（２）「その他」 

ですが、事務局から何かございますでしょうか。 

 

【中村室長】 

 事務局の方からは特にございません。 

 

【伊東部会長】 

 ありがとうございました。 

それでは、次回には是非結論が出ますよう皆様のご協力をお願いいたしまして、本日の部会を 

終了いたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


